
番号 分類 指摘内容（文書指摘） 根拠法令 指摘数

1 虐待の防止体制
虐待防止啓発掲示物及び虐待相談・通報・届出先を掲示していない、虐待防止研修を全ての従業者に実施してい
ない等虐待防止等のための体制の整備等を行っていませんでした。利用者の人権の擁護、虐待防止等のために
必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、必要な措置を講じてください。

障害者福祉施設等における障害者虐
待の防止と対応の手引き
施設・事業所における虐待防止体制の
整備の徹底について

1

2 秘密保持
管理者等の従業者について秘密保持に係る必要な措置を講じていませんでした。秘密保持に係る必要な措置を
講じてください。

基準省令第28号第24条第２項
障発0330第22号通知第２の２（20）② 1

3
サービス担当者会
議の開催等

サービス担当者会議が開催されていませんでした。必要な時期にサービス担当者会議を開き、専門的な見地から
の意見を求めてください。

基準省令第28号第15条第２項第11号
障発0330第22号通知第２の２（11）⑭ 1
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5事業所中


